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令和 6年度の県内市町村の普通会計決算額は、以下のとおりです。
○歳入　 １ 兆3，509億円（前年度比　＋384億円、＋2．9％）
　　　　　うち、東日本大震災分　376億円（前年度比　▲81億円、▲17．7％）
○歳出　 １ 兆3，159億円（前年度比　＋411億円、＋3．2％）
　　　　　うち、東日本大震災分　　315億円（前年度比  ▲92億円、▲22．6％）
（注）東日本大震災分は復旧・復興事業分及び全国防災事業分の合計。以下、同じ。

―用語解説―――――――――――――
実質収支、単年度収支、実質単年度収支　　P ２ 参照

区　分
決算額 赤字の団体数

Ｒ 5年度 Ｒ 6年度 Ｒ 5年度 Ｒ 6年度

実 質 収 支 248億円 246億円 0/35団体 0/35団体

単 年 度 収 支 ▲72億円 ▲2億円 24/35団体 21/35団体

実質単年度収支 ▲260億円 ▲230億円 27/35団体 31/35団体

歳入歳出決算額の推移

決算収支の推移
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第１部　市町村財政の推移と現状分析

第１章 普通会計

決算規模・決算収支₁
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―用語解説――
形式収支　　
歳入から歳出を差し

引いた額をいいます。

実質収支　　
その年度の決算で、

収支が黒字か赤字かを
見るための指標で、形
式収支から翌年度に繰
り越すべき財源（事業
の繰越によって来年度
に確保すべき財源な
ど）を差し引いた額を
いいます。

単年度収支　　
実質収支には、その

年度以前から累積され
た黒字や赤字の要素が
含まれています。した
がって、その年度の収
支の黒字・赤字を判別
するためには、その年
度の実質収支から、前
年度の実質収支を差し
引いた額を算出する
必要があり、この数値
を単年度収支といいま
す。

実質単年度収支　　
単年度収支には、長

期的に見て、実質的な
黒字要素・赤字要素と
なる支出・収入が含ま
れています。例えば財
政調整基金への積立て
は将来の赤字に備え
て行うもので、その年
度では支出となります
が、後年度で取り崩せ
ば収入となります。ま
た、地方債の繰上償還
は償還を行うその年度
において、単年度とし
ては大きな支出になり
ますが、後年度の地方
債償還額は小さくなり
ます。これらの要素が
なかったと仮定して算
出した収支を実質単年
度収支といいます。
実際の算定にあたっ

ては、単年度収支に、
財政調整基金への積立
額及び地方債の繰上償
還額を加え、財政調整
基金の取崩し額を差し
引いた額となります。

普通会計　　
市町村など地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分経理されていますが、各団体の会計区分は一様ではないた

め、一般行政部門を普通会計として整理しています。この他の会計には、その収支を一般会計とは分けて経理する必要がある
場合に設けられる会計で、各種の公営企業会計や国民健康保険事業会計、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計などが
あります。

（単位：百万円）

市町村名
歳入総額 歳出総額 形式収支 実　質

収　支
単年度
収　支

実質単年度
収　支（Ａ） うち東日本

大震災分 （Ｂ） うち東日本
大震災分 （Ａ）－（Ｂ） うち東日本

大震災分

仙 台 市 624，903 8，272 616，737 6，774 8，166 1，498 2，850 ▲1，219 ▲4，770

石 巻 市 84，507 9，807 82，287 7，963 2，221 1，844 1，935 229 ▲2，269

塩 竈 市 30，887 3，423 29，666 3，423 1，221 0 928 ▲47 ▲711

気仙沼市 51，460 3，560 48，933 2，921 2，527 639 2，134 920 ▲1，575

白 石 市 19，241 30 18，603 17 638 12 531 ▲5 ▲274

名 取 市 39，754 1，837 38，140 1，744 1，615 92 1，166 53 ▲1，547

角 田 市 21，450 72 20，827 24 623 47 379 21 ▲178

多賀城市 28，253 1，324 27，805 1，187 448 137 235 135 ▲160

岩 沼 市 21，209 449 19，947 290 1，262 158 1，126 57 ▲659

登 米 市 46，888 271 45，708 206 1，180 65 1，048 ▲22 ▲794

栗 原 市 44，795 107 43，260 74 1，535 33 1，050 ▲23 ▲822

東松島市 26，280 1，357 25，460 1，170 820 187 615 ▲20 ▲585

大 崎 市 69，680 986 67，835 963 1，845 22 1，630 182 ▲2，054

富 谷 市 22，817 26 21，265 9 1，551 17 1，156 ▲36 155

蔵 王 町 8，329 46 8，042 14 287 32 225 22 68

七ヶ宿町 2，720 5 2，623 5 96 0 92 4 ▲105

大河原町 12，718 8 12，033 5 686 3 685 94 653

村 田 町 6，098 32 5，826 15 273 17 176 ▲12 ▲96

柴 田 町 15，518 15 15，054 11 463 5 421 154 ▲50

川 崎 町 5，647 2 5，323 2 324 0 302 144 64

丸 森 町 13，958 261 12，869 261 1，089 0 926 ▲299 ▲1，016

亘 理 町 13，910 600 13，568 589 342 11 291 ▲123 ▲427

山 元 町 8，713 723 8，443 521 270 203 206 ▲15 ▲406

松 島 町 7，261 346 6，939 339 322 7 196 ▲11 ▲618

七ヶ浜町 8，594 500 8，146 500 447 0 352 ▲87 ▲64

利 府 町 15，995 47 15，400 22 595 26 554 ▲76 ▲569

大 和 町 17，767 304 17，094 0 673 304 341 ▲379 ▲1，187

大 郷 町 6，920 7 6，426 1 495 6 408 ▲102 ▲280

大 衡 村 4，904 96 4，756 1 148 95 133 ▲3 ▲170

色 麻 町 5，308 24 5，188 23 120 1 104 ▲27 ▲70

加 美 町 14，785 169 14，167 169 618 0 494 ▲162 ▲550

涌 谷 町 8，781 228 8，637 158 144 70 134 ▲89 ▲68

美 里 町 15，789 76 15，373 72 416 4 362 98 ▲259

女 川 町 12，609 1，091 11，891 744 718 347 590 454 ▲596

南三陸町 12，405 1，458 11，584 1，290 822 167 791 ▲45 ▲1，003

市 計 1，132，124 31，518 1，106，472 26，767 25，652 4，751 16，783 224 ▲16，245

町 村 計 218，729 6，038 209，381 4，742 9，348 1，296 7，783 ▲462 ▲6，747

県計（仙台市含） 1，350，853 37，556 1，315，853 31，509 35，000 6，047 24，566 ▲238 ▲22，993

県計（仙台市除） 725，950 29，284 699，116 24，735 26，834 4，549 21，715 981 ▲18，222

市町村別普通会計決算収支の状況　　令和 ６年度
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―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
地方税　地方公共団体が仕事を進めていくために根本になる財源で、その地域に暮らし、活動し、消費している個人や法人
が負担しているものです。地方税には都道府県が課税する都道府県税と市町村が課税する市町村税があります。
地方交付税　地方税は、地域によって人口や経済力に差があるため、どの地域も同じように得られるとは限りません。一方で、
例えば生活保護などは、地域の経済力に差があるとしても日本全国どこでも同じ内容でなければなりません。このように、一
定の行政水準を保つため、地域ごとの税収の違いを補てんする地方交付税という制度があります。いわば、国による税の再配
分の性格を持っており、国税のうち、所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれ一定割合と地方法人税の全額を財源として
います。交付税には、一定の算式により交付される「普通交付税」と、災害など特別の財政事情に応じて交付される「特別交
付税」、東日本大震災による特別な財政事情に応じて交付される「震災復興特別交付税」の ３つがあります。
地方債　地方公共団体が、必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が単年度でなく、複数年度
にわたり行われるものです。

令和 ６年度の歳入は 1兆3，509億円で、前年度に対し384億円（2．9％）の増加となりました。
歳入が増加した要因は、普通交付税の算定費目の追加に伴う地方交付税の増加額や定額減税

減収補填特例交付金の増加額が大きかったことがあげられます。

（令和 ６ 年度）

歳入構成比の推移

（単位：億円、％）
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1兆3,509
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Ｒ 5年度 Ｒ 6年度 増減額 増減率

地 方 税 3，916 3，938 +22 +0．6

地方譲与税 96 98 +2 +2．0

地方交付税 2，017 2，139 +122 +6．1

国庫支出金 2，528 2，526 ▲2 ▲0．1

県 支 出 金 700 719 +19 +2．7

地 方 債 996 982 ▲14 ▲1．4

そ の 他 2，872 3，107 +235 +8．2

歳 入 合 計 13，124 13，509 +384 +2．9

歳　入2
（１）歳入構造
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―用語解説―――――――――――――
一般財源　財源の使途が特定されず、どのような経費
にも使用することができるものをいいます。
財政力指数　P15参照

◎グループ別の該当団体
Ａ　大和町
Ｂ　仙台市・石巻市・塩竈市・白石市・名取市・
角田市・多賀城市・岩沼市・富谷市・大河原町・
柴田町・亘理町・利府町・大郷町・大衡村・

　　女川町
Ｃ　気仙沼市・東松島市・大崎市・蔵王町・村田町・
松島町・七ヶ浜町・美里町

Ｄ　登米市・栗原市・七ヶ宿町・川崎町・丸森町・
　　山元町・色麻町・加美町・涌谷町・南三陸町
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柴 田 町
川 崎 町
丸 森 町
亘 理 町
山 元 町
松 島 町
七ヶ浜町
利 府 町
大 和 町
大 郷 町
大 衡 村
色 麻 町
加 美 町
涌 谷 町
美 里 町
女 川 町
南三陸町
県　　計
全　　国

地方税 地方譲与税 地方交付税 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

22.4 0.9 23.4 20.5 5.6 3.9 23.3

37.3 0.5 6.1 20.9 5.0 8.7 21.6

19.1 0.4 20.2 16.8 5.2 5.9 32.3

13.9 0.7 21.5 14.5 3.7 4.7 41.2

22.7 1.1 26.3 20.2 4.8 4.1 20.8

31.5 0.8 10.0 19.3 6.3 9.8 22.2

17.4 0.8 21.1 9.7 4.4 2.8 43.8

30.0 0.5 15.6 23.6 6.5 4.8 18.9

34.7 0.9 10.1 19.3 6.2 3.3 25.5

16.1 1.6 36.9 14.6 7.0 4.8 19.1

16.6 1.2 41.2 11.4 4.9 6.0 18.8

15.1 0.7 23.4 21.1 5.6 10.6 23.4

24.7 1.0 26.2 17.1 6.7 5.9 18.5

28.6 0.7 12.1 19.6 6.1 5.1 27.8

19.7 0.9 30.8 8.7 3.9 13.2 22.7

18.1 1.9 46.7 6.3 3.2 4.9 18.9

24.4 0.7 17.8 11.3 5.1 2.6 38.1

22.7 1.2 36.7 10.6 5.7 6.5 16.5

29.0 0.9 21.6 16.5 5.7 2.4 23.9

18.5 1.5 46.9 8.4 5.0 4.0 15.7

9.7 1.1 33.0 19.1 4.9 9.2 23.1

27.5 1.1 25.5 17.0 7.7 2.9 18.2

15.1 1.0 34.2 14.1 5.7 8.4 21.6

24.1 0.8 30.4 11.5 5.3 4.3 23.5

23.6 0.6 27.8 15.9 6.8 4.2 21.1

31.9 0.6 11.6 17.9 7.1 6.5 24.4

35.8 0.9 2.8 19.3 5.3 13.3 22.6

21.8 0.7 24.6 14.3 4.3 9.7 24.5

37.9 1.1 15.8 14.8 4.8 5.2 20.5

13.8 1.8 44.6 12.1 5.3 5.0 17.3

17.3 1.5 39.2 10.4 5.5 4.7 21.4

17.8 1.0 38.8 12.4 6.8 4.7 18.5

16.4 0.9 27.0 18.0 4.6 19.2 13.9

27.0 0.4 5.3 28.9 4.3 3.6 30.5

11.1 0.8 35.2 13.5 5.3 10.5 23.5

29.2 0.7 15.8 18.7 5.3 7.3 23.0

29.9 0.7 13.8 18.5 7.0 6.3 23.8
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53.856.2

4.4
1.4

22.8

1.8

53.7

21.6

28.7

1.1

24.7

45.5

38.0
33.7

市町村別歳入構成比（令和 6年度）

グループ別一般財源の構成割合（令和 6年度）
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令和 ６ 年度の歳入に占める割合は、自主財源が45．0％（前年度45．7％）、依存財源が55．0％
（前年度54．3％）となりました。普通交付税等の増加に伴う依存財源の増加率が自主財源の増
加率を上回ったため、依存財源の割合が前年度より相対的に高くなっています。

Ｒ 5年度 Ｒ 6年度 増減
決算額 割合 決算額 割合 決算額 割合

自主財源 5，993 45．7 6，078 45．0 +85 ▲0．7

依存財源 7，131 54．3 7，431 55．0 +299 +0．7

合 計 13，124 100．0 13，509 100．0 +384

（単位：億円、％）

自主財源
45.0%

依存財源
55.0％

〔内訳〕｠
・地方税
・分担金及び
　負担金
・使用料
・手数料
・財産収入
・寄附金
・繰入金
・繰越金
・諸収入

〔内訳〕｠
・国庫支出金
・県支出金
・地方交付税
・地方譲与税
・地方債　等

50％以上

（市部） （町村部）

40～50％未満

30～40％未満

20～30％未満

20％未満

蔵王町・七ヶ宿町・村田町・亘理町・山元町
七ヶ浜町・加美町・涌谷町・南三陸町

柴田町・松島町
利府町・大郷町

塩竈市・名取市
多賀城市・富谷市

大河原町・大和町
大衡村・女川町

石巻市・白石市・栗原市
東松島市・大崎市

仙台市・気仙沼市
角田市・岩沼市

登米市 川崎町・丸森町
色麻町・美里町

5

4

4

4

9

4

00

1

4

（億円）
20,000

15,000

10,000

5,000

0

単位：億円（％）

Ｈ22 Ｒ5 Ｒ6年度Ｒ3 Ｒ4Ｒ2

9,5109,510

4,235
（44.5）

1,987
（20.9）

5,274
（55.5）

3,138
（33.0）

13,12413,124

5,993
（45.7）

7,131
（54.3 ）

2,017
（15.4 ）

3,916
（29.8 ）

計 13,509計 13,509

依存財源
7,431
（55.0）

自主財源
6,078
（45.0）

うち地方交付税
2,139
（15.8）

うち
地方税
3,938
（29.2）

17,95017,950

10,009
（55.8）

7,942
（44.2）

2,369
（13.2）

3,742
（20.8）

15,35115,351

8,592
（56.0）

6,759
（44.0）

2,147
（14.0）

3,720
（24.2）

13,54213,542

7,374
（54.5）

6,168
（45.5）

2,008
（14.0）

3,860
（28.5）

0

10

20

30

40

50

60
（％）

H22 R6年度R2 R4 R5R3

依存財源

自主財源

地方交付税

地方債

国庫支出金

地方税
29.8 29.2

20.8

7.6 7.36.4

54.3 55.0

44.2 

27.2

55.8 

45.045.7 

12.6

12.0

20.9

33.0

55.5

44.5

19.3 

15.4 

18.7

13.2

21.3

7.0

44.0

24.2 

56.0 

14.0
15.8

20.7

7.3

45.5 

28.5

54.5 

14.8

（令和 6年度） 自主財源の割合別団体数（令和 6年度）

（ 2）自主財源と依存財源

歳入決算額の推移

自主財源・依存財源の割合の推移
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令和 6年度の市町村税収入済額は、3，938億円と前年度から0．6％増加しました。
税目別に見ると、市町村民税は前年度比2．4％減の1，722億円で構成割合は43．7％となりまし

た。このうち、法人住民税は前年度比14．8%増の323億円となりました。増加の要因は、法人
の収益増により法人税割の課税額が
増加したことなどが考えられます。
固定資産税は前年度比3．6％増の

1，663億円で構成割合は42．2％とな
りました。このうち、土地は前年度
比6．5%増の546億円、家屋は前年度
比0．8％増の740億円、償却資産は前
年度比5．3％増の364億円となりまし
た。増加の要因は、土地の評価替え
により固定資産税の課税額が増加し
たことなどが考えられます。
他の普通税では、軽自動車税（構

成割合1．7％）が前年度比3．0％増、
目的税では、入湯税（構成割合0．1
％）が前年度比9．4％増、事業所税（構
成割合1．5％）は前年度比0．7％増と
なっています。

（ 3）市町村税の収入実績

市町村税の構成（令和 6年度）

市町村税収入済額（税目別）の推移

（国民健康保険料（税）を除く）

（国民健康保険料（税）を除く）

目的税
307（7.8）

単位：億円（％）

個人分
1,399
（35.5）

市町村
民　税
1,722
（43.7）

普通税 3,631
（92.2）

固　定
資産税
1,663
（42.2）

法人分
323
（8.2）

土地
546

（13.9）

家屋
740

（18.8）

償却資産
364
（9.2）

都　市
計画税
244
（6.2）

県全体
3,938億円

事業所税
58（1.5）入湯税等

5（0.1）

軽自動車税等
65（1.7）
交付金
12（0.3）

市 町 村
たばこ税
180（4.6）

（億円）

H22 R5R2 R6年度R4

単位：億円（％）

3,138

251（8.0）

186（6.0）

1,401
（44.6）

1,300
（41.4）

R3

3,916

297（7.6）

249（6.4）

1,605
（41.0）

1,765
（45.1）

計3,938
307（7.8）

246（6.2）

1,663
（42.2）

1,722
（43.7）

3,742

275（7.4）

219（5.8）

1,492
（39.9）

1,756
（46.9）

3,720

276（7.4）

233（6.3）

1,474
（39.6）

1,737
（46.7）

3,860

286（7.4）

246（6.4）

1,555
（40.3）

1,773
（45.9）

目
的
税
そ
の
他
普
通
税

固
定
資
産
税

市
町
村
民
税

（注）令和 2年度以降のその他普通税は、軽自動車税環境性能割を含めた額です。
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収入率は、県全体で98．1％（前年度98．0％）と前年度より0．1ポイント上回りました。各市
町村別の状況については、14団体で前年度の収入率を上回りました。
主な税目別の収入率は、市町村民税は97．7％（前年度97．6％）、固定資産税は98．3％（前年

度98．2％）とそれぞれ前年度を0．1ポイント上回りました。
次年度に繰越される収入未済額は、70．6億円（前年度72．4億円）と前年度より1．8億円減と

なりました。

次年度に繰越される収入未済額と収入率の推移
（国民健康保険料（税）を除く）

（注）1．「収入未済額」＝「調定済額」－「収入済額」＋「還付未済額」－「不納欠損額」
　　 2．（　）内は全体に占める割合

（百万円）
30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（％）

99.0

98.0

97.0

96.0

95.0

94.0

93.0

92.0

91.0

90.0

H22 R5 R6年度R3 R4R2

市町村民税 固定資産税 その他普通税
市町村税（収入率） 市町村民税（収入率） 固定資産税（収入率）

目的税市町村民税 固定資産税 その他普通税
市町村税（収入率） 市町村民税（収入率） 固定資産税（収入率）

目的税

1,788
（6.7）
440（1.7）

13,340
（50.1）

11,042
（41.5）

26,61026,610

90.6

91.6

97.6

98.1
98.0

98.2

97.7

98.3

97.9
97.9

97.7

98.1

97.7
97.3

97.3
97.1

4,004
（55.3）

2,676
（37.0）

246
（3.4）

316
（4.4）

7,2427,242

3,812
（54.0）

2,689
（38.1）

232
（3.3）

322
（4.6）

計 7,056計 7,056

4,593
（47.6）

4,071
（42.2）

284
（2.9）

702
（7.3）

9,6489,648

7,4877,487

3,963
（52.9）

2,908
（38.8）

264
（3.5）

353
（4.7）

7,2047,204

3,932
（54.6）

2,678
（37.2）

248
（3.4）

345
（4.8）91.8

98.0

市
町
村
民
税

固
定
資
産
税

そ
の
他
普
通
税

目
的
税
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地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも標準的な
行政サービスや基本的な社会資本を提供できるように財源を保障するためのもので、地方の固
有財源です。
本来、地方自治の観点からは、行政活動に必要な財源はそれぞれの地方公共団体が徴収した

地方税で賄うのが理想であるものの、税源の地域的なアンバランスにより、多くの地方公共団
体が必要な税収を確保できません。そこで、地方の財源を国税として国が代わって徴収し、一
定の合理的な基準によって再配分しています。つまり、地方交付税は「国が地方に代わって徴
収する地方税」といえます。

平成22年度以降における全国の地方交付税総額の推移については、東日本大震災直後の平成
23年度に震災対応分として特別交付税が増額されたほか、震災復興特別交付税が創設されたこ
とにより約18．8兆円に増加しましたが、その後は景気回復による税収の伸びや復興事業の進捗
等に伴い減少傾向が続きました。
令和元年度以降は増加傾向にあり、令和 ６年度は令和 ５年度に引き続き、国の補正予算によ

り地方交付税の総額が増額され、普通交付税の再算定が行われたことなどにより全国の地方交
付税総額は約19．9兆円となり、対前年度比で約0．9兆円の増額となりました。
県内市町村における地方交付税総額については、復興事業の進捗等に伴い震災復興特別交付

税が減少傾向にあるものの、国の地方交付税総額の増額などにより普通交付税が堅調に増加し
ており、近年では全国推移と同様に増加傾向が続いています。

（ 4）地方交付税の概要

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再算定　各地方公共団体に交付すべき普通交付税の額は、毎年 ８ 月31日までに決定しなければならないこととなっています
が、地方交付税の総額の増加、その他特別に事由がある場合において ９月 １日以降において、既に決定した普通交付税の額を
変更することができることになっています。

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000
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付
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等

（百万円）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

全
国
の
地
方
交
付
税
総
額
（
補
正
後
ベ
ー
ス
）

（億円）

普通交付税 臨時財政対策債 特別交付税 震災復興特別交付税
地方交付税全国総額（補正後ベース）A

（注）1．平成23年度以降の地方交付税全国総額は、普通交付税、特別交付税の交付額に震災復興特別交付税交付額を加えた額です。
2．（　）内の数値は臨時財政対策債を除いた数値です。

Aのうち国税四税分（平成22、23年度は国税五税分）

Ｈ22 Ｈ23 Ｒ3 Ｒ4Ｒ2

181,580

17,124

58,277

171,936

187,522 190,070

107,781
114,165

186,251

69,340

123,694

51,662

（379,285）
430,947

177,286

18,972
5,416

12,205

（201,674）
213,879

普通交付税
188,861

特別交付税
19,208

震災復興特別交付税
5,831

臨時財政対策債
5,743

（213,900）
計 219,643

179,777

19,736
15,201

50,534

（214,714）
265,248

153,786

17,113

66,042

31,651

（236,941）
268,592

169,489

199,347

169,889

195,049 181,380

128,780

169,114

186,310

172,753

（198,704）
256,981

172,595

21,825
6,357

20,292

（200,777）
221,069

Ｒ5 Ｒ6年度

県内市町村の地方交付税額等及び全国の地方交付税総額の推移
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―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
基準財政需要額　各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準の行政を行うための財政需要を一定の方法によって算定した額です。
基準財政収入額　地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な常態において徴収が見込まれる税収入を一定の
方法によって算定した額です。原則として、標準税率で算定した地方税等の収入見込額のうち、75％の額とされています。
臨時財政対策債　地方の財源不足を埋めるため、平成13年度から地方財政法第 ５条の特例として発行されている地方債のこと
です。各地方公共団体の財源不足額及び財政力を考慮して発行可能額を算出し、基準財政需要額の一部が臨時財政対策債発行
可能額に振り替えられています。なお、臨時財政対策債に係る元利償還金相当額は、後年度の基準財政需要額に全額算入され
ることになっています。

●特別交付税（特別な財政需要に対する財源保障）
　⃝特別交付税

標準的な行政運営に対する普通交付税の基準財政需要額の算定方法では捕捉されなかっ
た除排雪、公立病院、地方バス運行維持等の経費のほか、災害発生による応急復旧・災害
復旧など特別の財政需要に対して特別交付税が交付されます。

　⃝震災復興特別交付税
東日本大震災からの復旧・復興事業に係る地方負担分について、地方債により措置する
のではなく、その全額を震災復興特別交付税で措置することにより、被災団体の実質的な
財政負担をゼロとする対応がとられました。
なお、平成28年度からは被災自治体の「自立」につなげていく観点から、一部事業の地
方負担分への措置率が95％となっています。

包
括
算
定
経
費

再
算
定

再
算
定

公
債
費

個
別
算
定
経
費　

基準財政需要額
（振替前）
556,590百万円

A

基準財政需要額
（振替後）
550,847百万円

B

交付基準額
（錯誤後）
188,861百万円

Ｄ

交付決定額
188,861百万円

一
般
財
源

基準財政収入額
361,603百万円

C

目
的
財
源

目
的
財
源

調整額
0

錯誤額
383

包括算定経費
48,273

給与改定費4,462
臨時経済対策費2,372

臨時財政対策
債償還基金費
3,609

公債費
57,781

総務費
39,178

産業経済費11,818

厚生費
212,665

教育費
75,578

土木費
48,451

消防費
32,207

地域の元気創造事業費5,627
人口減少等特別対策事業費7,025

基準財政需要額
（振替後）

（Ａ－臨時財政対策債振替額）
550,847

臨時財政対策債
振替額
5,743

交付基準額
（錯誤後）

（B－C－錯誤額）
188,861

交付決定額
（Ｄ－調整額）

188,861

普通税
271,884

税交付金
63,044

地方譲与税8,634
その他12,119

地方譲与税等
1,504
目的税4,418

地域社会
再生事業費
4,544

地域デジタル
社会推進費
2,999

188,861188,861188,861

交
付
基
準
額
（
錯
誤
前
）189,244189,244189,244

普通交付税額
＝財源不足額（基準財政需要額－基準財政収入額）＋

錯誤額－調整額（基準財政需要額×調整率）

※錯誤額：交付税算定後において、基準財政需要額ま
たは基準財政収入額に修正の生じた額をい
います。

※調整額：普通交付税の総額が財源不足額の総額に満
たない場合に、財源不足額の総額を普通交
付税の総額と一致させるために調整される
額のことをいいます。（令和 6年度の調整
額はありません）

普通交付税の算式

（注）１．構造説明のため、数値とグラフの長さが合わ
ない箇所があります。

　　 ２．不交付団体（大和町）を除いた数値となってお
ります。

●普通交付税（標準的な行政運営に対する財源保障）
令和 6年度県内市町村普通交付税算定結果
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令和 6年度の歳出は １兆3，159億円で、前年度に対して411億円（3．2％）の増加となりました。

義務的経費は、扶助費や人件費の増加により、前年度と比較して5．5％増の6，298億円で、歳出総
額に占める割合は47．9％となりました。また、投資的経費は、普通建設事業費の増加により、前年
度と比較して4．5％増の1，636億円、歳出総額に占める割合は12．4％となりました。

○主な増加理由
扶助費…定額減税に係る調整給付金等による増加
人件費…給与改定等による増加
普通建設事業費…仙台市衛生研究所や公営住宅等の整備事業による増加

性質別
1兆3,159
億円

人件費
17.6%

公債費
8.8%

扶助費
21.5%

普通建設事業費
12.0%

投資的経費
12.4%

義務的経費
47.9%

災害復旧事業費
0.4%

物件費
14.4%

補助費等
10.4%

繰出金
6.6%

その他
8.3%

歳出決算額の推移

（令和 6年度）

義務的経費・投資的経費の割合の推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000
（億円） 単位：億円（％）

H22 R6年度R2 R4R3 R5

2,954
（17.9）

8,112
（49.1）

5,454
（33.0）

16,51916,519

2,005
（13.9）

6,185
（42.7）

6,285
（43.4）

14,47414,474

1,071
（11.7）

3,702
（40.5）

4,364
（47.8）

12,74812,748

1,566
（12.3）

5,214
（40.9）

5,968
（46.8）

投資的経費
1,636
（12.4）

その他
5,225
（39.7）

義務的経費
6,298
（47.9）

計13,159計13,159

9,1369,136

1,702
（13.0）

5,621
（42.9）

5,773
（44.1）

13,09713,097

（％）

0

10

20

30

40

50

R6年度H22 R3 R4 R5R2

47.8

20.7

13.9

46.8

18.9

12.3

9.3

16.8

義務的経費

投資的経費

人件費

扶助費

公債費

11.7

15.9

18.0

13.8

21.5

17.9

47.9

33.0

12.4

8.8
6.7

9.5

17.6

13.2

13.2

43.4 44.1

18.7

8.8

13.0

16.6
15.0

経費区分 Ｒ 5年度 Ｒ 6年度 増減額 増減率
人 件 費 2，137 2，312 +175 +8．2
扶 助 費 2，645 2，829 +184 +6．9
公 債 費 1，187 1，157 ▲29 ▲2．5

義 務 的 経 費 計 5，968 6，298 +329 +5．5
普通建設事業費 1，455 1，585 +131 +9．0
うち、補助事業 632 686 +54 +8．6
うち、単独事業 785 867 +82 +10．4
災害復旧事業費 111 51 ▲61 ▲54．6

投 資 的 経 費 計 1，566 1，636 +70 +4．5
物 件 費 1，866 1，894 +28 +1．5
補 助 費 等 1，420 1，374 ▲46 ▲3．3
繰 出 金 869 862 ▲7 ▲0．8
そ の 他 1，058 1，095 +37 +3．5
歳 出 合 計 12，748 13，159 +411 +3．2

（単位：億円、％）

歳　出3
（１）歳出構造

（ 2）経費別決算額の推移
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―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
義務的経費　人件費、扶助費、公債費が該当します。支出が義務づけられているため、任意に節減できない極めて硬直性の高
い経費です。
投資的経費　普通建設事業費、災害復旧事業費等で、その支出の効果が資本形成に向けられる経費です。
普通建設事業費　道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新増設等に要する投資的経費のことです。

義務的経費の割合別団体数（令和 6 年度）

投資的経費の割合別団体数（令和 6 年度）

普通建設事業費の内訳の推移

3

0

40～45%未満

35～40%未満

30～35%未満

25%未満

白石市

気仙沼市・角田市
東松島市

七ヶ宿町・大和町・大郷町
色麻町・美里町・南三陸町

女川町

（町村部）

6

1 7

1

0

1
0

25～30%未満

45～50%未満

50%以上

（市部）

名取市・岩沼市・登米市
栗原市・大崎市

石巻市・塩竈市
富谷市

蔵王町・大河原町・川崎町・山元町
松島町・大衡村・涌谷町

仙台市
多賀城市

5
4

3 2

2

村田町・柴田町
亘理町・利府町

七ヶ浜町
加美町

丸森町

20%以上

15～20%未満

10～15%未満

10%未満

（町村部）（市部）

4

3

6

86

1

3

4

丸森町・大和町
美里町・女川町

塩竈市・気仙沼市・角田市
多賀城市・岩沼市・登米市

蔵王町・大郷町
南三陸町

七ヶ宿町・村田町・山元町
利府町・大衡村・色麻町

大河原町・柴田町・川崎町・亘理町
松島町・七ヶ浜町・加美町・涌谷町

白石市・名取市
富谷市

東松島市

仙台市・石巻市
栗原市・大崎市

0

40,000

20,000

100,000

80,000

60,000

120,000

140,000

180,000

160,000 補助事業費
単独事業費
国直轄事業負担金
県営事業負担金

2,519 2,415

63,025

36,879

63,166

78,530

1,602 2,182

68,581

86,734

1,110 2,119

154,218

74,556

1,319 3,846

96,343

67,00167,891 71,376

1,453 2,849 1,504 1,928

H22 R2 R3 R4 R5 R6年度
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―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
性質別分類　歳出を経済的性質によって、人件費、普通建設事業費、物件費など、予算や決算の区分である節を基準として分
類したものです。また、経費を「義務的経費」「投資的経費」「その他の経費」に分類することによって、財政の健全性、弾力
性を測定することができます。

市町村別歳出構成比（性質別分類）（令和 6年度）

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

20.2 9.825.5 0.112.4 12.9 6.0 7.25.9

公債費 その他繰出金補助費等普通建設事業費扶助費人件費 災害復旧事業費 物件費

14.5 7.919.1 0.29.9 14.9 14.9 10.68.0

12.7 5.622.3 0.37.7 13.3 10.7 18.88.6

13.1 7.111.5 0.07.3 18.0 16.1 20.56.5

15.7 6.626.0 0.115.2 15.6 8.8 6.25.8

13.7 7.513.3 0.05.8 15.5 16.8 21.26.0

13.2 7.129.8 0.07.7 16.2 14.0 4.87.3

15.2 6.125.6 0.09.1 16.4 13.4 6.67.7

17.7 10.319.8 0.17.0 18.1 12.6 7.07.5

20.8 11.813.8 0.310.7 15.6 12.0 7.08.1

13.2 6.413.7 0.024.0 11.6 15.8 9.06.1

14.1 10.922.9 0.59.8 11.6 17.7 5.86.7

13.5 2.825.4 0.016.2 18.6 7.1 9.27.1

22.9 7.09.4 0.018.1 17.3 13.4 5.26.6

21.0 10.52.6 1.69.1 22.8 14.6 12.45.5

14.7 5.518.5 0.06.5 26.3 13.1 9.26.2

22.4 11.011.7 0.810.9 16.6 13.0 4.88.8

17.1 10.019.6 0.07.2 16.7 14.5 6.28.7

21.4 6.89.0 0.29.7 19.2 20.2 5.67.9

19.4 6.222.2 0.05.9 15.8 15.9 5.49.2

19.6 6.910.5 0.011.5 20.9 15.8 7.57.3

18.5 7.310.6 0.37.3 17.6 24.3 3.810.4

16.1 5.720.4 0.08.1 16.5 13.9 9.39.9

13.0 8.125.7 0.010.3 20.3 10.2 6.16.3

9.9 3.517.4 0.028.2 17.0 13.5 4.75.6

13.9 9.08.7 0.017.0 15.3 18.5 11.26.4

16.9 8.013.2 0.912.4 16.9 19.8 6.65.3

16.0 6.58.7 0.010.6 15.5 28.9 8.35.6

19.5 9.313.8 0.38.6 17.8 15.7 7.77.4

16.7 7.513.0 0.07.1 14.0 20.6 12.68.4

14.9 7.210.7 0.031.9 10.8 15.3 2.66.5

11.3 5.54.0 0.434.7 10.0 18.6 13.12.4

14.4 10.68.0 1.016.5 19.5 14.0 10.35.7

17.6 8.821.5 0.412.0 14.4 10.4 8.36.6

15.7 7.825.9 0.411.7 14.2 9.8 7.07.4

11.8 8.66.5 18.814.8 10.9 16.9 6.15.6

15.3 7.316.4 11.5 5.2 15.1 11.2 9.78.3

仙 台 市
石 巻 市
塩 竈 市
気仙沼市
白 石 市
名 取 市
角 田 市
多賀城市
岩 沼 市
登 米 市
栗 原 市
東松島市
大 崎 市
富 谷 市
蔵 王 町
七ヶ宿町
大河原町
村 田 町
柴 田 町
川 崎 町
丸 森 町
亘 理 町
山 元 町
松 島 町
七ヶ浜町
利 府 町
大 和 町
大 郷 町
大 衡 村
色 麻 町
加 美 町
涌 谷 町
美 里 町
女 川 町
南三陸町
県　　計
全　　国
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―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
目的別分類　歳出をその行政目的によって、総務費、民生費、土木費、教育費など、予算や決算の区分である款及び項を基準
として分類したものです。

市町村別歳出構成比（目的別分類）（令和 6年度）

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

9.1 36.1 8.2 0.3 9.8 19.2 9.8 7.40.1

民生費 その他公債費災害復旧費農林水産業費衛生費総務費 土木費 教育費

11.0 36.0 6.7 1.5 11.5 13.9 6.6 12.70.1
37.0 23.2 5.1 3.4 7.8 10.9 7.5 5.10.0

15.3 43.2 5.9 0.28.2 13.6 7.1 6.50.0
17.9 42.9 7.1 2.2 9.5 8.3 6.1 6.10.0

13.1 32.4 10.6 6.6 7.4 12.4 10.3 7.20.1
12.4 28.4 11.2 6.1 9.9 11.0 11.8 8.80.3
11.5 27.3 6.4 7.5 15.9 16.1 6.4 8.80.0
10.8 34.2 11.3 3.8 11.3 10.7 10.9 6.50.5
15.1 40.3 6.8 1.0 11.6 17.0 2.8 5.50.0
16.4 29.6 9.2 2.2 7.1 20.3 7.0 8.20.0

26.1 29.8 10.6 1.3 8.3 12.1 5.5 6.30.0
16.4 26.6 9.7 5.2 9.8 11.4 11.0 9.10.8

14.0 37.5 9.1 2.7 7.1 13.9 10.0 5.70.0
15.8 28.5 12.5 5.8 11.7 9.7 6.8 9.00.2

11.6 39.7 7.2 3.5 13.1 10.5 6.2 8.30.0
21.8 27.1 4.8 4.5 16.0 12.3 6.9 6.60.0
20.7 29.6 10.1 2.9 10.3 9.8 7.3 9.00.3
20.5 34.7 7.2 1.2 10.0 13.7 5.7 7.00.0

13.1 38.5 6.6 1.2 9.7 11.8 8.1 11.00.0
13.1 27.4 8.7 3.3 13.5 24.8 3.5 5.70.0

23.1 20.9 6.7 4.9 21.8 8.0 9.0 5.40.0
14.6 23.1 8.1 4.1 19.8 11.5 8.0 9.90.9
18.3 24.0 17.8 8.1 9.4 8.1 6.5 7.90.0
15.8 30.2 6.0 6.6 11.2 12.8 9.3 7.80.3
20.8 28.1 12.6 5.0 8.4 10.1 7.5 7.50.0

9.6 24.0 6.5 4.3 5.6 37.7 7.2 5.20.0
20.5 10.5 10.1 6.0 29.2 5.9 5.5 12.00.4
21.6 18.6 9.7 9.4 8.5 11.7 10.6 8.91.0

13.1 33.4 8.5 2.1 10.7 15.5 8.8 7.50.4
12.6 39.2 8.5 1.9 9.6 12.9 7.8 7.00.4

12.5 18.1 8.8 6.1 14.1 5.5 8.6 7.418.8

28.7 14.9 7.5 6.0 10.8 9.1 10.5 11.01.6

14.5 30.2 10.7 2.0 15.1 8.3 7.3 6.65.2

33.5 21.3 7.4 2.7 11.9 7.5 7.1 8.70.0

24.0 36.3 6.9 1.6 9.5 9.3 5.6 6.40.3

13.1 33.4 9.6 2.6 14.7 11.3 7.9 7.20.2

仙 台 市
石 巻 市
塩 竈 市
気仙沼市
白 石 市
名 取 市
角 田 市
多賀城市
岩 沼 市
登 米 市
栗 原 市
東松島市
大 崎 市
富 谷 市
蔵 王 町
七ヶ宿町
大河原町
村 田 町
柴 田 町
川 崎 町
丸 森 町
亘 理 町
山 元 町
松 島 町
七ヶ浜町
利 府 町
大 和 町
大 郷 町
大 衡 村
色 麻 町
加 美 町
涌 谷 町
美 里 町
女 川 町
南三陸町
県　　計
全　　国
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―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
経常収支比率　地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率として用いられ、地方税や普通交付税等の毎年度継続して
入ってくる使い道の自由な収入（経常的一般財源）が、どれくらいの割合で人件費、扶助費、公債費等のように容易に削減す
ることのできない経常的経費に充てられているかを数値として表したものであり、近年では全国の市町村の平均が90％前後で
推移しています。
＜算式＞
　　　　経常収支比率　＝　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　×100

財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、
依然として硬直的な財政状況が続いており、
単純平均で95．0%（前年度比0．4ポイント上
昇）となりました。

栗原市栗原市

大崎市大崎市 石巻市石巻市
女川町女川町

登米市登米市

涌谷町涌谷町

大衡村大衡村

大和町大和町

富谷市富谷市
利府町利府町
多賀城市多賀城市

塩竈市塩竈市

七ヶ浜町七ヶ浜町

大郷町大郷町

東松島市東松島市

美里町美里町

南三陸町南三陸町

気仙沼市気仙沼市

加美町加美町

仙台市仙台市

川崎町川崎町

蔵王町蔵王町

七ヶ宿町七ヶ宿町

白石市白石市

丸森町丸森町

角田市角田市 山元町山元町

亘理町亘理町

大河
原町
大河
原町

柴田町柴田町
村田町村田町

名取市名取市

岩沼市岩沼市

色麻町色麻町

松島町松島町

経常収支比率の推移（平均は単純平均）

（令和 6年度）

※平均値の種類について
単純平均…各計欄に該当する市町村の指標数値を積み上

げ、当該市町村数で除したもの。
加重平均…指標算定式の要素を積上げ、算定式に基づい

て計算したもの。

（注）市町村ごとの数値は、P16を参照

区　分 団体色
団体数

市 町村 計

85％未満 0 2 2

85～90％未満 0 4 4

90～95％未満 3 8 11

95～100％未満 6 6 12

100％以上 5 1 6

計 14 21 35

75

0

80

85

90

95

100
（％）

県　　　平　　　均
市（仙台市除く）平均
町 　 村 　 平 　 均
全 　 国 　 平 　 均

87.0

95.0

92.8

98.3

90.688.5
89.5

85.2

92.9

96.2

92.4

89.7

88.6

84.9

91.4

93.5

96.4

89.9

92.1

94.6

89.9

98.3

H22 R3 R4 R5 R6年度R2

86.4

85.0

歳出総額のうち経常的経費に充当した一般財源
歳入総額のうち広義の経常的一般財源＋減収補塡債特例分＋猶予特例債＋臨時財政対策債

財政構造4
（１）経常収支比率の状況
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―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
財政力指数　基準財政収入額を基準財政需要額で割り出して得た数値の過去 ３か年の平均値をいい、この数値が大きいほど財
政力が強いとみることができます（基準財政収入額・基準財政需要額についてはＰ ９参照）。
＜算式＞
　　　　財政力指数（単年度）＝　―――――――――――

地方公共団体の財政力を示す指数として用
いられる財政力指数（令和 4年度～令和 6年
度の ３か年平均）は、単純平均で0．53（前年
度から増減なし）となりました。

栗原市栗原市

大崎市大崎市 石巻市石巻市
女川町女川町

登米市登米市

涌谷町涌谷町

大衡村大衡村

大和町大和町

富谷市富谷市

大郷町大郷町 松島町松島町

東松島市東松島市

美里町美里町

南三陸町南三陸町

気仙沼市気仙沼市

加美町加美町

仙台市仙台市

川崎町川崎町

蔵王町蔵王町

七ヶ宿町七ヶ宿町

白石市白石市

丸森町丸森町

角田市角田市 山元町山元町

亘理町亘理町

大河
原町
大河
原町

柴田町柴田町
村田町村田町

名取市名取市

岩沼市岩沼市

色麻町色麻町

利府町利府町
多賀城市多賀城市

塩竈市塩竈市

七ヶ浜町七ヶ浜町

財政力指数の推移

区　分 団体色
団体数

市 町村 計

1．0以上 0 1 1

0．5～1．0未満 9 7 16

0．4～0．5未満 3 5 8

0．3～0．4未満 2 6 8

0．2～0．3未満 0 2 2

0．2未満 0 0 0

計 14 21 35

0

県　　　平　　　均
市（仙台市除く）平均
町 　 村 　 平 　 均
全 　 国 　 平 　 均

0.40

0.50

0.45

0.60

0.55

H22 R6年度R3 R4 R5R2

0.57

0.56

0.53

0.51

0.53

0.55

0.49

0.51

0.50

0.52

0.56
0.55 0.55

0.53 0.53

0.50 0.50

0.49
0.48

0.52

0.53 0.53

0.52

0.54

（ ３か年の平均値）　（平均は単純平均）

（注）市町村ごとの数値は、P16を参照

基準財政収入額
基準財政需要額

（令和 6年度）
（ 2）財政力指数の状況
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経常的一般財源　　
毎年度連続して経常

的に収入される財源の
うち、その使途が特定
されず自由に使用しう
る収入で、歳入総額又
は一般財源総額に占め
る割合によって、当該
団体の収入の安定性と
財政上の自立性がどの
程度確保されているか
を推測することができ
ます。
本書では、経常収支

比率の算定に使用する
一般財源は市町村税、
地方譲与税、地方特例
交付金等（狭義）のほ
か、例えば国庫支出金
や県支出金のうち指定
事業に係る高率補助金
といった一般財源と同
様に使用される財源を
合算したもの（広義）
も含まれています。

減収補填債　　
地方税の収入が標準

税収入額を下回る場
合、その減収を補うた
めに発行が同意又は許
可される特例地方債で
す。

臨時財政対策債　　
P 9 参照

―用語解説――
（単位：％、百万円）

市町村名
経常収支

比率

歳出総額のうち
経常的経費に

充当した
一般財源

財政力指数
（ ３ か年平均）

歳入総額のうち 
経常的一般財源 

（広義）
減収補填債 

特例分
臨時財政
対策債

（Ａ）（Ｂ）（Ｃ） 
合計額

（Ｅ）/（Ｄ） （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ）

仙 台 市 98．8 304，247 0 4，574 308，821 305，115 0．87

石 巻 市 99．8 40，394 0 145 40，539 40，454 0．53

塩 竈 市 98．5 12，961 0 43 13，004 12，809 0．52

気仙沼市 102．2 19，024 0 60 19，084 19，499 0．45

白 石 市 92．8 10，132 0 33 10，165 9，433 0．50

名 取 市 101．8 18，230 0 84 18，313 18，647 0．80

角 田 市 95．3 8，714 0 30 8，744 8，332 0．50

多賀城市 101．4 14，090 0 65 14，155 14，353 0．69

岩 沼 市 103．2 10，440 0 0 10，440 10，771 0．80

登 米 市 97．9 27，213 0 69 27，282 26，721 0．36

栗 原 市 100．8 27，205 0 61 27，267 27，488 0．32

東松島市 93．7 10，989 0 33 11，022 10，328 0．45

大 崎 市 97．0 38，253 0 121 38，374 37，228 0．49

富 谷 市 94．1 10，920 0 0 10，920 10，278 0．75

蔵 王 町 96．6 4，428 0 14 4，441 4，290 0．43

七ヶ宿町 87．8 1，688 0 4 1，692 1，486 0．31

大河原町 99．9 5，929 0 0 5，929 5，926 0．60

村 田 町 91．9 3，857 0 10 3，868 3，553 0．42

柴 田 町 94．5 8，756 0 35 8，791 8，308 0．59

川 崎 町 94．3 ，775 0 8 3，784 3，568 0．32

丸 森 町 93．5 5，594 0 12 5，606 5，244 0．31

亘 理 町 95．8 8，099 0 33 8，132 7，792 0．57

山 元 町 90．8 4，496 0 12 4，508 4，096 0．36

松 島 町 95．3 4，303 0 13 4，316 4，113 0．45

七ヶ浜町 96．5 4，736 0 0 4，736 4，571 0．49

利 府 町 93．4 8，063 0 36 8，099 7，567 0．78

大 和 町 101．0 7，438 0 0 7，438 7，510 1．06

大 郷 町 84．9 3，473 0 11 3，484 2，957 0．52

大 衡 村 94．3 2，899 0 13 2，912 2，746 0．77

色 麻 町 84．3 ，238 0 6 3，244 2，735 0．28

加 美 町 90．1 8，951 0 22 8，973 8，082 0．35

涌 谷 町 85．7 5，193 0 14 5，207 4，460 0．38

美 里 町 89．9 7，417 0 21 7，438 6，686 0．42

女 川 町 89．0 3，967 0 0 3，967 3，532 0．93

南三陸町 99．7 5，726 0 13 5，739 5，719 0．29

市 計 98．4 552，810 0 5，318 558，128 551，456 0．57

町 村 計 92．8 112，026 0 278 112，303 104，940 0．51

県計（仙台市含） 95．0 664，836 0 5，596 670，431 656，396 0．53

県計（仙台市除） 94．9 360，589 0 1，022 361，611 351，281 0．52

市町村別経常収支比率及び財政力指数の状況　　令和 ６年度

（注）経常収支比率及び財政力指数の合計は単純平均です。

16



地方債の令和 6年度末現在高は、 １兆2，988億円（前年度比　▲119億円、▲0．9％）となっ
ており、減少傾向にはあるものの、依然として多額の債務を抱えている状況です。

（令和 6年度末現在高）
地方債現在高の状況

地方債の借入額と公債費の推移

地方債現在高の推移

単位 : 億円（％）

うち単独災害
復旧事業債

4,146
（31.9）

1,020
（7.9）

722（5.6）

うち地方道路等
整備事業債

195（1.5）

うち緊急防災・
減災事業債

99（0.8）

一般補助施設
整備等事業債

164（1.3）

一般廃棄物
処理事業債

その他

3,653
（28.1）

臨時財政
対策債

公共事業
等債
631
（4.9）

公営住宅
建設事業債
公営住宅
建設事業債
公営住宅
建設事業債
444（3.4）444（3.4）444（3.4）

財源対策債
437（3.4）

1,767
（13.6）

過疎対策事業債
507（3.9）

60（0.5）

うちその他
一般単独債
1,169（9.0）

学校教育施設等
整備事業債
825（6.4）

うち公共施設等
適正管理推進事業債

546（4.2）

うち補助災害
復旧事業債

うち合併
特例債

一般単独
事業債

254（2.0）

県全体
1兆 2,988
億円

災害復旧事業債災害復旧事業債災害復旧事業債
314（2.4）314（2.4）314（2.4）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000
（億円）

R2H22 R6年度R3 R4 R5

12,575 13,107 
13,579

12,98813,357 13,244

9,607

8,648
8,740 臨財債以外

8,842
8,489 8,535

2,968
4,4594,839 臨財債

4,146
4,868 4,709

（％）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600
(億円)

7.3

12.0

7.3

9.6

6.0
6.3

7.6

6.1

6.4

7.0

7.0

7.3

歳入に占める
　　　地方債の割合 ( 宮城県 )

歳入に占める
　　　地方債の割合 ( 宮城県 )

歳入に占める
　　　地方債の割合 ( 全国 )

歳入に占める
　　　地方債の割合 ( 全国 )

H22 R5 R6年度R2 R3 R4

1,265

1,052

213

1,143

55

1,131996
1,150 1,028 1,069 1,310 984 1,095

1,103

75

1,374

64

57

借入額
982

元金
1,099

利息
58

1,186 公債費
計 1,1571,153

（ 3）地方債現在高の推移
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令和 6年度末における積立金現在高は、県全体で4，136億円となり、前年度（4，179億円）と
比較して43億円（1．0％）の減少となりました。
積立金現在高の推移

財政調整基金単年度積立額（令和 6年度）
（市部） （町村部）

10億円以上

5億円以上

10億円未満

1億円以上

5億円未満

0億円以上

1億円未満

▲0億円以上

▲1億円未満

▲1億円以上

▲5億円未満

2

0

5

0

1

5

0

4

0
8

2

7

10 大河原町

蔵王町・村田町・川崎町・亘理町
七ヶ浜町・大郷町・色麻町・涌谷町

七ヶ宿町・柴田町・丸森町
大衡村・加美町

山元町・松島町・利府町
大和町・美里町

女川町
南三陸町

富谷市

▲5億円以上
仙台市・石巻市・気仙沼市・名取市

多賀城市・栗原市・大崎市

塩竈市・岩沼市
登米市・東松島市

白石市
角田市

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
基金　ある特定の目的のために財産を維持し資金を積み立てるため、又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財
産のことをいいます。前者を積立基金、後者を定額運用基金といい、それぞれ地方公共団体が任意で設置することができます
が、その設置は条例によることとされています。
財政調整基金　年度間の財源不足の不均衡を調整するために積み立てられる基金で、予期しない税収減や災害発生等の支出増
加等への備えとなります。
減債基金　地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金で、繰上償還を行うときなどに取り崩
されます。

（注）単年度積立額は
「令和 6年度末現在高－令和 5年度末現在高」による。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
(億円)

単位 : 億円（％）

財政調整基金
減債基金
特定目的基金
財政調整基金（震災分）
減債基金（震災分）
特定目的基金（震災分）

2,0882,088

795（38.1）

186（8.9）

1,107
（53.0）

H22 R6年度

1,242
（30.0）

278（6.7）

2,616
（63.3）

計 4,136計 4,136

計 698

579（82.9）

40（5.8）
79（11.3）

1,345
（32.7）

282（6.9）

2,484
（60.4）

4,1114,111

880

613（69.7）

39（4.5）
227（25.8）

R2 R3 R4 R5

1,474
（35.5）

323（7.8）

2,353
（56.7）

4,1504,150

710

216（30.4）

444（62.6）
50（7.0）

4,2204,220

1,449
（34.3）

313（7.4）

2,458
（58.3）

694

185（26.7）

461（66.4）
48（6.9）

1,386
（33.2）

288（6.9）

2,506
（60.0）

4,1794,179

703

495（70.4）
45（6.5）
162（23.1）

う
ち
震
災
分

基金名 Ｒ 5年度 Ｒ 6年度 増減額 増減率
財政調整基金 1，386 1，242 ▲144 ▲10．4
うち震災分 162 79 ▲84 ▲51．5

減 債 基 金 288 278 ▲9 ▲3．1
うち震災分 45 40 ▲5 ▲10．9

その他特定目的基金 2，506 2，616 +110 +4．4
うち震災分 495 579 +84 +16．9

積立基金合計 4，179 4，136 ▲43 ▲1．0
うち震災分 703 698 ▲5 ▲0．7

（単位：億円、％） その他定額運用
61（1.4）

単位：億円（％）
土地開発基金
278（6.2）

定額運用基金 財政
調整基金
　　　1,242
　　　　　　（27.7）

減債基金
278（6.2）

その他特定目的基金
2,616（58.5）

積立基金
4,136（92.4）

県全体
4,475億円

　　339（7.6）

基金の状況（令和 6年度）

年度間の財源調整5
（１）基金の状況
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標準財政規模に対して、どの程度積立金があるかを示す積立金現在高比率は、単純平均では
94．4％となり、前年度（95．3%）より0．9ポイント低下しています。

―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
特定目的基金　特定の目的（例：高齢者福祉推進のための財源、文化センターの建設財源、スポーツ振興に資するための財源
等）のための財産の維持又は資金の積立の性質を持つ基金です。この基金については、設置された目的のためでなければ処分
することができません。
積立金現在高比率　地方公共団体の財政の安定性を判断する指標の一つで、高いほど将来に対する蓄えがあるとみることがで
きます。
＜算式＞　　　　　　　　　　　　　
　　　　積立金現在高比率　＝　―――――――――――――――――――――――　×100
　　
標準財政規模　地方公共団体の一般財源の標準的な大きさを示すもので、基本的な財政指標となるため、大きな意味を有して
います。

（％）
120

0

60

40

20

80

100

県　　　平　　　均
市（仙台市除く）平均
町 　 村 　 平 　 均
全 　 国 　 平 　 均

R6年度H22 R3 R4 R5R2

106.1 

89.0 

81.9 

52.2

45.2

33.0

95.3 

52.6

78.8 

81.7 
88.0

80.3 

90.5 
95.8

99.9 
105.7

83.6
78.6 

90.3 

98.6 

83.2

94.4

103.9 

88.2

積立金現在高比率の推移（平均は単純平均）

積立金現在高比率別の団体数（令和 6年度）

70～80％未満

60～70％未満

50～60％未満

40～50％未満

30～40％未満

3

4

10

0

3

大和町・加美町
涌谷町 

松島町

蔵王町・柴田町
利府町・美里町 

村田町
色麻町

2大河原町
川崎町

2

3

0

4

0

100％以上

90～100％
未満

80～90％未満

（町村部）（市部）

3

1

7

0

2

七ヶ宿町・亘理町・山元町・七ヶ浜町
大郷町・女川町・南三陸町 

丸森町
大衡村

気仙沼市・角田市
岩沼市

石巻市

塩竈市・白石市
東松島市

仙台市・登米市
大崎市

名取市・多賀城市
栗原市・富谷市

（財政調整基金＋減債基金＋その他特定目的基金）
標準財政規模

（ 2）積立金現在高比率
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―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
資本的支出　建設工事や設備導入、企業債償還のための支出のことです。主に、企業債等の収入をもって充てられます。
収益的支出　一年間の経営活動のために使われる人件費や物件費等の支出のことです。基本的に、サービス提供の対価として
の収入（料金収入等）をもって充てられます。
他会計繰入金　料金収入で賄うことが適当ではない又は困難な経費、つまり、独立採算制になじまない経費に充てるため、一
般会計等から上下水道事業や病院事業等の公営企業会計に対して繰り入れられている財源のことです。繰入金額は、原則とし
て、地方公営企業法の規定や毎年度総務省より示される通知を基準にしており、事業ごとに市町村が算定しています。

令和 6年度の県内市町村及び一部事務組合（以下「市町村等」という。）の公営企業会計の決
算規模は、以下のとおりです。
〇決算規模　3，910億円（前年度比　+117億円、+3．1％）

１　決算規模

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000
（百万円）

決算規模（通常分） 決算規模（震災分）

R2 R3 R4H22 R5 R6年度

342,610342,610342,610

379,304379,304379,304

435

378,869

計 390,971計 390,971計 390,971

0

390,971

342,610

398,825398,825398,825

37,790

361,034

395,135395,135395,135

36,933

358,202

411,668411,668411,668

38,805

372,864

市町村等公営企業決算規模の推移

市町村等公営企業決算規模構成比の推移

Ｒ 5年度 Ｒ 6年度 増減額 増減率

下 水 道 103，790 104，504 +714 +0．7

水 道 76，098 76，799 +701 +0．9

交 通 36，398 40，058 +3，660 +10．1

病 院 110，399 115，584 +5，185 +4．7

そ の 他 52，619 54，026 +1，407 +2．7

合 計 379，304 390，971 +11，667 +3．1

（単位：百万円、％）

（注）水道は簡易水道を含む。以下、同じ。

（注）1．決算規模は次の算式により算出しています。
法適用事業：総費用－減価償却費＋資本的支出　　
法非適用事業：総費用＋資本的支出＋積立金＋繰上充用金	

　　 2．震災分は、東日本大震災に係る復旧・復興事業等における収益的支出及び資本的支出の合計により算出しています。

決算規模
3,910億円

下水道

26.7％

病院
29.6％

水道
19.6％

交通
10.2％

その他
13.8％

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000
（百万円）

R2 R3 R4 R6年度H22 R5

89,353

67,575

46,620

90,695

342,610342,610342,610

48,366

103,790

110,399

52,619

76,098

36,398
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令和 6年度の県内市町村等の公営企業会計の企業債現在高は、以下のとおりです。
〇企業債現在高　7，576億円（前年度比　▲149億円、▲1．9％）

令和 6年度の県内市町村等の公営企業会計の他会計繰入金は、以下のとおりです。
〇他会計繰入金　548億円（前年度比　▲40億円、▲6．9％）

企業債現在高構成比の推移

他会計繰入金構成比の推移

Ｒ 5年度 Ｒ 6年度 増減額 増減率

下 水 道 414，157 406，021 ▲8，136 ▲2．0

水 道 130，723 128，133 ▲2，590 ▲2．0

交 通 121，622 120，794 ▲828 ▲0．7

病 院 67，804 65，641 ▲2，163 ▲3．2

そ の 他 38，101 36，963 ▲1，138 ▲3．0

合 計 772，407 757，552 ▲14，855 ▲1．9

Ｒ 5 年度 Ｒ 6年度 増減額 増減率

下 水 道 29，018 25，798 ▲3，220 ▲11．1

水 道 3，438 3，869 +431 +12．5

交 通 4，063 4，255 +192 +4．7

病 院 19，654 18，858 ▲796 ▲4．1

そ の 他 2，685 2，034 ▲651 ▲24．2

合 計 58，857 54，815 ▲4，042 ▲6．9

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）
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（注）公立刈田綜合病院及び公立黒川病院は、指定管理者制度（利用料金制）によ
り運営しているため、参考として指定管理者との合算値を掲載している。

水道事業の経常収支比率

市町村立病院の経常収支比率

水道事業の料金回収率

市町村立病院の病床利用率
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令和 6年度決算に基づく経営指標
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―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
経常収支比率　公営企業の分析に用いる指標の一つです。企業の経常的な活動における収益性を表し、100％で収支が均衡し
ている状態であり、100％を下回っている場合は費用が収益を上回っています。
＜算式＞　　　　　　　　　　　　　
　　　経常収支比率（％）　＝　―――――――――――――――――――　×100

料金回収率　給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標で、料金水準等を評価することが可能です。
数値が100％を下回っている場合、給水に係る費用が給水収益で賄われていないことを意味します。費用に見合った料金設定
となっていない場合や、漏水等により有収率の低い場合において料金回収率は低下する傾向にあります。
＜算式＞　　　　　　　　　　　　　
　　　料金回収率（％）　＝　――――――　×100
　　
病床利用率　病院の施設が有効に活用されているか判断する指標です。なお、年延入院患者数は毎日24時現在の在院患者数
と当日の退院患者数を加えたもので、年延病床数は医療法の規定に基づき許可を受けた病床数に入院診療日を乗じて算定しま
す。
＜算式＞　　　　　　　　　　　　　
　　　病床利用率（％）　＝　―――――――――　×100

経費回収率　汚水処理に対して、どの程度使用料収入で賄えているかを表した指標です。汚水処理費については、原則使用料
収入によって賄うこととなっているため、数値が100％を下回っている場合、汚水処理費が使用料収入で賄われていないこと
を意味します。一般的には、処理区域内人口密度が小さい団体ほど経費回収率は低下する傾向にあります。
＜算式＞　　　　　　　　　　　　　
　　　経費回収率（％）　＝　―――――――――――――――――　×100

経常収益（＝営業収益＋営業外収益）
経常費用（＝営業費用＋営業外費用）

供給単価
給水原価

下水道事業の経常収支比率 下水道事業の経費回収率
（特定公共下水道以外の全事業の数値を合算して算出したもの） （特定公共下水道以外の全事業の数値を合算して算出したもの）
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汚水処理費（公費負担分を除く）
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成19年度決算分から、各市町村は
健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及び
各公営企業の資金不足比率を算定し、公表することとなりました。（注）算定式については裏表紙参照
令和 6年度決算に基づく算定の結果、健全化判断比率が早期健全化基準以上となった市町村

はありませんでした。

実質公債費比率
（早期健全化基準　25％、財政再生基準　35％）

将来負担比率
（早期健全化基準　政令市　400％、その他　350％）

実質赤字比率（早期健全化基準　11．25～15％、財政再生基準　20％）
赤字団体はありませんでした。

連結実質赤字比率（早期健全化基準　16．25～20％、財政再生基準　30％）
赤字団体はありませんでした。

（注）1．棒グラフ及び表内の数値は令和 6年度における数値を表しています。
　　 2．平均の算出に当たり、充当可能財源が将来負担額より大きい団体は、将来負担比率を 0として計算しています。
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登 米 市

栗 原 市

東 松 島 市

大 崎 市

富 谷 市

蔵 王 町

七 ヶ 宿 町

大 河 原 町

村 田 町

柴 田 町

川 崎 町

丸 森 町

亘 理 町

山 元 町

松 島 町

七 ヶ 浜 町

利 府 町

大 和 町

大 郷 町

大 衡 村

色 麻 町

加 美 町

涌 谷 町

美 里 町

女 川 町

南 三 陸 町

県平均（加重）

全国平均（加重）

第 3章 地方公共団体財政健全化法
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―用語解説―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
地方公共団体の財政の健全化に関する法律　財政指標を整備してその公表の仕組みを設けるとともに、財政の早期健全化及び
再生のための新たな制度を整備することを目的として制定された法律です。
実質赤字比率　一般会計等の実質収支（P ２ 参照）の赤字額（実質赤字額）が標準財政規模に占める割合を表す比率です。
連結実質赤字比率　公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
実質公債費比率　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に占める割合を表す比率
です。
　地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債の許可を要する団体の判定に用いるために平成17年度決算分から算定
している地方財政法の実質公債費比率と同じです。
将来負担比率　地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の
標準財政規模を基本とした額に占める割合を表す比率です。
早期健全化基準　地方公共団体の財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にそ
の財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４指標それぞ
れについて定められた数値です。
財政再生基準　財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況
において、計画的にその財政の再生を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率の３指標そ
れぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。
資金不足比率　公営企業会計ごとの「資金不足額」が事業の規模に占める割合を表す比率です。「資金不足額」は、地方公営
企業法適用企業では １年以内に支払うべきもの（流動負債）の額が、 １年以内に換金できるもの（流動資産）の額を超える場
合、その額（不良債務）を基本に算定します。地方公営企業法非適用企業では、一般会計等の実質赤字額と同様に算定します。
経営健全化基準　地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率につい
て定められた数値です。

（参考）全国の都道府県・市区町村・一部事務組合の状況（令和 6年度決算）
・　経営健全化基準以上の公営企業会計は 3会計（令和 5年度決算： 8会計）
　　→ 3会計の内訳：交通事業 １会計、病院事業 １会計、下水道事業 １会計
・　資金不足額がある公営企業会計は55会計（令和 5年度決算：43会計）

35市町村、４一部事務組合（企業団）の123
会計のうち、資金不足比率が経営健全化基準
を上回った会計はありませんでした。
なお、資金不足額があったのは 2会計でし

た。

団体名（会計区分）
資金不足比率 ※参考

（R 6資金
不足額）Ｒ 5 Ｒ 6 増減

仙台市（自動車運送）  0．6  4．5 +3．9 286，200 

みやぎ県南中核病院企業団（病院） - 5．6 皆増 579，449 

（単位：％、ポイント、千円）

○実質公債費比率と将来負担比率の推移

資金不足比率（経営健全化基準　20％） ○資金不足比率の増減

（％）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

12.0

10.0

14.0

実質公債費比率

宮城県（加重平均）

全国（加重平均）

R3 R4H22 R5 R6年度R2

10.5

5.6 5.65.7

6.6 6.3

12.4

6.1 5.6
6.3

5.5 5.5

（％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0 宮城県（加重平均）

全国（加重平均）

将来負担比率

R3 R4H22 R5 R6年度R2

31.1
23.8

107.6

6.3
6.2

24.9
15.4

79.7

16.3
12.3

18.7

8.8

仙台市（自動車運送）

みやぎ県南中核病院企業団
（病院）

R5
R6

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0％

0.6

0.0

 4.5

5.6
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■市町村ごとの財政指標を利用するに当たって
ここでは、県内市町村の ５ 種類の財政指標を偏差値で表

し、それをレーダーチャートで示しています。財政指標を
見る場合は右記のイメージ図を参考にしてください。
レーダーチャートは、線が外にあるほど財政状況が良いこ

とを表しています。ただし、大きな五角形ができているとし
ても、財政上の問題が何もないということにはなりません。
特に、積立金現在高については、後年度に東日本大震災関連
事業に充てるため積み立てられている基金も含むため、注意
が必要です。

（イメージ図）

〇〇市
①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

①～②

③～⑤

⑤地方債
　現在高比率  

4

2

4

フロー指標（市町村財政の現在の姿を表す
もの）
ストック指標（市町村財政の将来にわたって
の財政の蓄えと負担を表すもの）

808080

808080808080

808080808080

505050

505050505050

505050505050

202020

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値
偏差値

○○．○ ○○．○ ○○．○ ○○．○ ○○．○
○○．○ ○○．○ ○○．○ ○○．○ ○○．○

（注）1．赤色実線は令和 6年度における当該市町村の偏差値を示しています。なお、青色実線で令和 6年度における全国の市区または町村の単純平均
の数値（すなわち偏差値50）を表し、各市町村の全国の市区または町村における相対的な位置づけを示しています。

　 　 2 ．偏差値の算出にあたっては、健全化法上、将来負担比率が「－（ハイフン）」で表記される市町村においては、便宜上「０」と置換しています。

県単純平均

仙台市 石巻市 塩竈市

市部単純平均 町村部単純平均
①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国平均（単純平均）

50.750.750.7
43.243.243.2

52.552.552.5

51.651.651.650.750.750.7

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

31.831.831.8
39.139.139.1

54.254.254.2

44.644.644.644.544.544.5

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

46.546.546.5
37.137.137.1

51.251.251.2

57.557.557.5
59.259.259.2

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

52.452.452.4
39.739.739.7

54.854.854.8

57.557.557.5
57.457.457.4

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

49.649.649.6
39.939.939.9

52.852.852.8

52.852.852.8
55.355.355.3

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

51.351.351.3
43.443.443.4

52.852.852.8

50.250.250.2
49.349.349.3

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 95．0 6．3 14．7 94．4 146．4
偏差値 43．2 52．5 1．6 50．7 50．7

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 98．8 4．9 44．6 39．3 253．2
偏差値 39．1 54．2 44．6 44．5 31．8

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 99．8 6．2 － 94．5 169．8
偏差値 37．1 51．2 57．5 9．2 46．5

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 98．5 4．6 － 87．7 136．1
偏差値 39．7 54．8 57．5 7．4 52．4

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 98．4 5．5 16．1 80．1 152．2
偏差値 39．9 52．8 52．8 55．3 49．6

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 92．8 6．9 13．7 103．9 142．5
偏差値 43．4 52．8 50．2 49．3 51．3

第 2部　市町村ごとの財政指標
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―用語解説――――――――
経常収支比率　P14参照
実質公債費比率、将来負担比率　P25
参照
積立金現在高比率　P19参照
地方債現在高比率　地方債現在高を標準
財政規模で除して得た数値です。地方公
共団体の財政の安定性を判断する指標の
一つで、低いほど将来にわたる地方債の
負担が小さいといえます。

気仙沼市

角田市

登米市

大崎市

白石市

多賀城市

栗原市

富谷市

名取市

岩沼市

東松島市

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

49.249.249.2 32.532.532.5
46.846.846.8

57.557.557.5
81.481.481.4

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

45.145.145.1
46.046.046.0

40.140.140.1

57.557.557.5
63.563.563.5

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

47.947.947.9
40.840.840.8

47.547.547.5

40.040.040.043.843.843.8

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

42.142.142.1
42.642.642.6

47.247.247.2

34.534.534.542.842.842.8

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

58.058.058.0
50.850.850.8

52.852.852.8

57.557.557.5
57.457.457.4

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

49.649.649.6 34.034.034.0
56.756.756.7

57.557.557.5
51.751.751.7

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

51.351.351.3 35.135.135.1

47.047.047.0

48.848.848.850.650.650.6

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

64.664.664.6
48.248.248.2

69.269.269.2

57.557.557.552.052.052.0

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

46.246.246.2 33.233.233.2
61.161.161.1

57.557.557.5
52.452.452.4

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

58.058.058.0 30.530.530.5
64.864.864.8

57.557.557.560.760.760.7

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国市区部平均（単純平均）

51.251.251.2

49.149.149.1

45.645.645.6

54.054.054.057.457.457.4

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 102．2 8．1 － 177．8 154．2
偏差値 32．5 46．8 57．5 81．4 49．2

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 95．3 11．0 － 110．8 177．3
偏差値 46．0 40．1 57．5 63．5 45．1

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 97．9 7．8 60．3 36．9 161．6
偏差値 40．8 47．5 40．0 43．8 47．9

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 97．0 7．9 79．3 33．0 194．7
偏差値 42．6 47．2 34．5 42．8 42．1

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 92．8 5．5 － 87．7 104．4
偏差値 50．8 52．8 57．5 57．4 58．0

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 101．4 3．8 － 66．4 152．1
偏差値 34．0 56．7 57．5 51．7 49．6

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 100．8 8．0 29．8 62．4 142．5
偏差値 35．1 47．0 48．8 50．6 51．3

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 94．1 ▲1．6 － 67．5 66．6
偏差値 48．2 69．2 57．5 52．0 64．6

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 101．8 1．9 － 69．2 171．2
偏差値 33．2 61．1 57．5 52．4 46．2

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 103．2 0．3 － 100．1 104．4
偏差値 30．5 64．8 57．5 60．7 58．0

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 93．7 8．6 11．9 87．8 142．9
偏差値 49．1 45．6 54．0 57．4 51．2
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蔵王町

村田町

丸森町

松島町

七ヶ宿町

柴田町

亘理町

七ヶ浜町

大河原町

川崎町

山元町

利府町

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

55.655.655.6 37.837.837.8

59.059.059.0

44.144.144.1
55.355.355.3

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

51.951.951.9
44.844.844.8

39.839.839.8

40.440.440.443.843.843.8

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

35.035.035.0
42.342.342.3

48.148.148.1

55.355.355.3
48.148.148.1

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

55.755.755.7
39.739.739.7

50.750.750.7

52.852.852.8
45.245.245.2

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

52.852.852.8

50.850.850.8

50.750.750.7

55.355.355.351.351.351.3

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

47.047.047.0
40.940.940.9

53.353.353.3

35.135.135.144.844.844.8

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

58.258.258.2 38.938.938.9

58.258.258.2

55.355.355.3
49.549.549.5

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

57.057.057.0 37.937.937.9

68.868.868.8

55.355.355.351.751.751.7

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

53.753.753.7 32.832.832.8
59.959.959.9

55.355.355.3
47.047.047.0

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

62.862.862.8 41.241.241.2

55.055.055.0

55.355.355.3
47.047.047.0

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

46.646.646.6
46.346.346.3

53.053.053.0

55.355.355.356.356.356.3

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

47.247.247.2
42.542.542.5

52.152.152.1

37.637.637.644.244.244.2

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 96．6 4．7 － 40．7 113．3
偏差値 37．8 59．0 55．3 44．1 55．6

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 91．9 11．4 40．1 37．9 138．4
偏差値 44．8 39．8 40．4 43．8 51．9

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 93．5 8．5 － 89．5 252．4
偏差値 42．3 48．1 55．3 48．1 35．0

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 95．3 7．6 6．7 54．1 113．0
偏差値 39．7 50．7 52．8 45．2 55．7

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 87．8 7．6 － 128．3 132．3
偏差値 50．8 50．7 55．3 51．3 52．8

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 94．5 6．7 54．4 49．4 171．7
偏差値 40．9 53．3 35．1 44．8 47．0

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 95．8 5．0 － 106．5 95．8
偏差値 38．9 58．2 55．3 49．5 58．2

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 96．5 1．3 － 132．8 104．3
偏差値 37．9 68．8 55．3 51．7 57．0

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 99．9 4．4 － 76．7 126．2
偏差値 32．8 59．9 55．3 47．0 53．7

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 94．3 6．1 － 76．5 64．6
偏差値 41．2 55．0 55．3 47．0 62．8

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 90．8 6．8 － 188．7 174．3
偏差値 46．3 53．0 55．3 56．3 46．6

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 93．4 7．1 47．7 42．0 170．1
偏差値 42．5 52．1 37．6 44．2 47．2
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大和町

色麻町

美里町

大郷町

加美町

女川町

大衡村

涌谷町

南三陸町

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

57.957.957.9 31.331.331.3
63.963.963.9

55.355.355.3
46.246.246.2

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

57.557.557.5

56.056.056.0

41.541.541.5

28.428.428.4
43.843.843.8

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

48.648.648.6

47.747.747.7
49.849.849.8

38.238.238.244.444.444.4

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

45.845.845.8

55.155.155.1

47.347.347.3

55.355.355.350.450.450.4

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

54.254.254.2

47.447.447.4

52.452.452.4

47.647.647.645.945.945.9

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

42.142.142.1

49.049.049.0
56.756.756.7

55.355.355.3

77.777.777.7

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

54.654.654.6
41.241.241.2

54.154.154.1

55.355.355.347.447.447.4

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

54.954.954.9

54.054.054.0

53.653.653.6

55.355.355.3
46.246.246.2

①経常収支比率 

③将来負担比率

②実質公債費
　比率 

④積立金
　現在高比率  

⑤地方債
　現在高比率  

全国町村部平均（単純平均）

38.538.538.5 33.233.233.2

41.541.541.5

55.355.355.360.460.460.4

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 101．0 3．0 － 65．8 98．2
偏差値 31．3 63．9 55．3 46．2 57．9

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 84．3 10．8 72．6 37．4 101．0
偏差値 56．0 41．5 28．4 43．8 57．5

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 89．9 7．9 46．1 44．9 160．5
偏差値 47．7 49．8 38．2 44．4 48．6

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 84．9 8．8 － 116．6 179．9
偏差値 55．1 47．3 55．3 50．4 45．8

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 90．1 7．0 20．7 63．1 123．2
偏差値 47．4 52．4 47．6 45．9 54．2

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 89．0 5．5 － 447．3 204．9
偏差値 49．0 56．7 55．3 77．7 42．1

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 94．3 6．4 － 80．5 120．6
偏差値 41．2 54．1 55．3 47．4 54．6

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 85．7 6．6 － 66．8 118．3
偏差値 54．0 53．6 55．3 46．2 54．9

区分 ① ② ③ ④ ⑤
数　値 99．7 10．8 － 237．4 228．8
偏差値 33．2 41．5 55．3 60．4 38．5
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健全化判断比率等算定式

趣旨：一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
○実質赤字額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）
・繰上充用額＝歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額
・支払繰延額＝実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額
・事業繰越額＝実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額

趣旨：全会計を対象とした実質赤字額（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率
イ　一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質
赤字の合計額

ロ　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
ハ　一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
ニ　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

趣旨：一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率
○準元利償還金の内容
　①　満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還をした場合の１年当たりの元金償還金相当額
　②　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
　③　一部事務組合等への負担金・補助金のうち、一部事務組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
　④　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
　⑤　一時借入金の利子

趣旨：一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率
○将来負担額の内容
①　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
②　債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第 ５条各号の経費に係るもの）
③　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額
④　当該団体が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
⑤　退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額
⑥　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額のうち、当該設立法人の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見
込額

⑦　当該団体が受益権を有する信託の負債の額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案した一般会計等の負担見込額
⑧　設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内に償還すべきものとして
当該団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金の額のうち、当該設立法人以外の者の財
務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

⑨　連結実質赤字額
⑩　一部事務組合等の連結実質赤字相当額のうち一般会計等の負担見込額

　

趣旨：公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率
○資金不足額
　一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定した額
○事業の規模
　料金収入など主たる営業活動から生じる営業収益等に相当する額

この冊子は600部作成し、
一部当たりの印刷単価は302円です。

編集・発行　宮城県総務部市町村課
電話：022－211－2336
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sichouson/

市町村の場合 早期健全化基準 財政再生基準

○実質赤字比率 11．25～15％
（標準財政規模に応じて） 20％

○連結実質赤字比率 16．25～20％
（標準財政規模に応じて） 30％

○実質公債費比率 25％ 35％

○将来負担比率 350％
（政令市400％） －

○資金不足比率（公営企業） 20％
（経営健全化基準） －

　　　　　　　　　　　一般会計等の実質赤字額　
実質赤字比率　＝　―――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　　　標準財政規模

　　　　　　　　　　　　資金不足額　
資金不足比率　＝　―――――――――――
　　　　　　　　　　公営企業の事業規模

　　　　　　　　　　　　連結実質赤字額｛（イ＋ロ）－（ハ＋ニ）｝
連結実質赤字比率　＝　――――――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準財政規模

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元利償還金＋準元利償還金）－
　　　　　　　　　　　（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
実質公債費比率　＝　――――――――――――――――――――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準財政規模－
　　　　　　　　　　　　　（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　　　　　　　　　　　　　　　将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋
　　　　　　　　　　　　　　　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）
将来負担比率　＝　―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　　　　　　　　　　標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

（ ３か年平均）


